
 

 

平成 30年度 国分寺市障害者緊急入所保護事業  業務フロー（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

    

 

 

                            

 

 

  

 

 

 

 

 

   

     

 

 

家族の支援や，現在利用しているサービスで対応可能か 

（利用者にとって，慣れた環境や支援者がよい場合もある） 

可能であれば、他短期入所保護事業の受け入れは可能か 

 

基幹相談支援センター 専用電話へ 

利用相談（本人，家族，相談支援専門員等） 

事前に把握していない方からの相談 

状況の聴取，対象要件の確認，他の事業等での対応の可否確認 

基幹相談支援センターに相談が入った場合は，市に状況連絡の上，可否確認 

対象要件に該当（国分寺市障害者等緊急入所保護事業実施規則第２条） 

はい 

③区分 有・支給決

定 有 

いいえ（緊急入所保護の利用へ） 

相談支援専門員へマネジメント依

頼（計画の見直しを含めて） 

  必要な支給決定は市が対応 

 

① 区分 無し 

② 区分 有・支給決定 無 

市役所 障害福祉課へ 

利用相談（本人，家族，相談支援専門員等） 

緊急入所保護の利用は委託料で対応 

（その後も利用が必要な場合は，支援

区分・短期入所の利用申請を行う。） 

緊急入所保護事業事前把握 

（基幹相談支援センター） 

事前相談にて状況把握 

障害者支援区分（以下「区分」）の有無 

短期入所の支給決定（以下「支給決定」）の有無 

 

 

平 成 3 0 年 ６ 月 1 9 日 

平 成 3 0 年 度 第 １ 回 

障 害 者 地 域 自 立 支 援 協 議 会 

資料 ２－（４）②  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

  

    

市緊急入所保護事業受託者へ連絡。受入れ調整 

 

利用手続き（申請書）により申請⇒承認 

利用承認が明らかな場合口頭による申請⇒利用即時承認（後日，申請書提出） 

短期入所の支給決定日数が不足すると想定

される場合は日数増の申請を同時に行う。）

利用は介護給付費。 

※市の委託施設の短期入所居室が空いていない

場合は，別室対応となり，委託料で対応する。 

入所受入れ 

本人、家族、相談支援専門員等と緊急入所保護事業入所受け入れ後の方針検討。 

受け入れ期間は原則 7日以内。 


